
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（経済産業省）

制 度 名 保険会社等の異常危険準備金の延長

税 目
法人税（租税特別措置法第５７条の５、６８条の５５、同法施行令第
３３条の５、３９条の８３）

要

望

の

内

容

火災共済協同組合及び同連合会が、毎年度において、政令で定める
ところにより計算した金額以下の金額を異常危険準備金として積立て
たときの損金に算入を認める措置のうち、時限的に認められている特
例措置について次のとおり縮減し、その適用期間を２年間延長する。

特例措置（施行令第３３条の５第１９項）として認められている
損金算入可能な金額について、現行は正味収入共済掛金の５／１０
０であるところ、４／１００（本則の規定に基づき損金算入可能な
金額を含む。）とすること。
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－

（３８ 百万円）
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⑴ 政策目的

中小企業等協同組合法に基づく火災共済協同組合は、大企業に比べ
て、経済的に不利な立場にある中小企業者が相互扶助の精神に基づ
き、共同で火災等による専業用資産等の経済的損失を補填しようとす
るものであり、契約者たる中小企業者を保護する必要があることか
ら、共済金の円滑な支払いが特に要請されている。

契約者たる中小企業者の保護を目的として、火災共済協同組合及び同
連合会の経営基盤の安定を図る。

⑵ 施策の必要性

① 火災共済協同組合は、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、共
同で火災等による損害を補填する事を目的としており、契約者たる
中小企業者への共済金の円滑な支払いが要請されている。

② しかしながら、火災共済協同組合は、契約対象者が中小企業に限
定されていること、事業地域が都道府県単位に限定されていること
等から、損害保険会社に比べて、その経営基盤は脆弱であり、大規
模災害に対して弱い体質にあるため、その強化が必要である。

③ さらに、平成１３年度の雪害、平成１１年の台風１８号、平成１
６年の台風１８号、台風２３号など、相次ぐ異常災害による甚大な
被害により、その財務基盤の弱体化が危惧されている。

④ このため、今後の新たな災害に備えるためにも、異常危険準備金
として積立てた金額について、正味収入共済掛金の４／１００まで
損金算入できる措置を講じることで、効率的に異常危険準備金の積
立てを確保していくことが必要である。

⑶ 要望の措置の妥当性

大規模な自然災害が発生した場合には、財務基盤の脆弱な火災共済
協同組合及びその連合会にとって共済金の支払いが困難となるおそれ
があり、早期に十分な異常危険準備金を積立てることが必要である。

火災共済協同組合は、共済事業を行う農協及び生協と比べても財務
基盤は脆弱であり、自助努力で積立てるのも限界があるため、正味収
入共済掛金の４／１００まで損金算入を認めることで、異常危険準備
金を取り崩す事態が発生しなければ、早期に必要な積立額を確保がで
きることから、本措置は妥当である。
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位 置 付 け

４．中小企業・地域経済産業政策
21 経営革新・創業促進

政 策 の

達成目標

中小企業等に契約どおりの共済金が確実に支払われる環境整備を図
る。
火災共済協同組合等が異常危険準備金を確実に積立てることによ

り、通常の危険率を超える損害に対応できる財務基盤を確保させる。
具体的には、異常危険準備金の積立残高について、予想外の損害の

うち最大規模の水準（伊勢湾台風級の自然災害で想定される支払共済
金の額）まで積立てる。

租税特別措

置の適用又

は延長期間

平成２２年度から２年間

同上の期間中

の達成目標

異常危険準備金の積立残高について、予想外の損害のうち最大規模
の水準（伊勢湾台風級の自然災害で想定される支払共済金の額）まで
積立てる。

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置

他の支援措置との関係は無い。

予算上の措置

等の要求内

容及び金額

無し

上記の予算

上の措置等

と要望項目

と の 関 係

－

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
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適
用
実
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と
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果
に
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政 策 の

達成状況

○準備金の積立残高の推移（過去５年分）
９９億８，０００万円（平成２０年度）
９６億８，８００万円（平成１９年度）

１５０億２，８００万円（平成１８年度）
１４７億３，３００万円（平成１７年度）
１４２億９，７００万円（平成１６年度）

（出所：火災共済協同組合決算書等）
※本税制措置の対象とならない準備金積立額を含む。

租税特別措置

の適用実績

○直近事業年度損金算入額
２億８，４００万円（平成２０年度）
２億９，８００万円（平成１９年度）
４億１，８００万円（平成１８年度）
４億８，４００万円（平成１７年度）
３億２，５００万円（平成１６年度）

（出所：火災共済協同組合決算書等）

なお、本税制措置が必要となる火災共済協同組合及び連合会は２組
合であり、平成２０年度においては、その２組合とも特例措置を利
用。



租税特別措置

による政策

の達成目標の

実現状況等

異常危険準備金の積立金額の損金算入を認めることにより、毎期の
収入から異常災害損失への備えのための内部留保の充実を図ることが
可能となっている。
平成１９年度は、連合会の累積債務解消のため異常危険準備金を取

り崩したことから、準備金の積立残高が大きく減少している。
現行の積立状況は、本特例措置を利用し積立てを行っているもの

の、積立てた異常危険準備金の累計額は、予想外の損害のうち最大規
模のもの（伊勢湾台風級の自然災害で想定される支払共済金の額）を
下回っており、引き続き必要な積立残高までの積立てを促進する必要
がある。

前回要望時

の達成目標

火災共済事業の育成発展と中小企業の健全な発展を図ること。

前回要望時

からの達成度

及び目標に

達していない

場合の理由

本特例措置を利用し積立てを行っているものの、積立てた異常危険
準備金の累計額は、予想外の損害のうち最大規模のもの（伊勢湾台風
級の自然災害で想定される支払共済金の額）を下回っており、引き続
き必要な積立残高までの積立てを促進する必要がある。

これまでの

要 望 経 緯

昭和 36 年度 制度適用 7/100、昭和 53 年度 6/100、昭和 55 年度
4.5/100、昭和 57 年度 4/100、昭和 59 年度 2.5/100、
平成 5年度 5/100（平成 9年度まで）、平成 10 年度 5/100(平成 12 年
度まで)、平成 13 年度 5/100（平成 15 年度まで）、平成 15 年度
5/100（平成 18 年度まで）、平成 18 年度 5/100（平成 21 年度まで）


